
 
 
様式２（計画用） 

「越前市文化財保存活用地域計画（案）」に関する 
パブリック・コメント結果 

案件名 越前市文化財保存活用地域計画（案）について 
実施期間 令和４年１２月２１日（水）～ 令和５年１月１２日（木）まで 
趣旨 市文化財保存活用地域計画は、少子高齢化で将来危惧される文

化財の散逸や衰退を防ぐため、地域社会全体で文化財を継承でき

るよう、文化財の総合的かつ一体的な保存活用することを目的と

しています。 

作成にあたっては、当該計画の策定協議会や市文化財保護委員

会、教育委員会等から多くのご意見をいただいたところです。令

和５年度国認定に向け、市民の皆様から広く意見をお聞きするこ

とを目的として実施しました。 
意見提出者数 
（件数） 

 ２５人（４３件） 
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 未記入 合計 

３ ０ ５ ７ ６ ３ １ ０ ２５ 
 

意見に対する回答 本計画は、市全体の文化財を網羅し、保存や活用に係る方針を明

確にしたもので、文化財に対する認識を市民と共有し、周辺環境

も含めた総合的な保存・活用を図ってまいります。今後の取組み

のスタートとして位置付けています。ご意見いただいた事案につ

いては、本計画に基づき、適切に対応してまいります。 
詳細は以下のとおり 

 

No 
年齢・

年代  
該当する箇所 意見の要旨（原文） 越前市の回答 

１ ６０代 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

意見・要望 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

越前市には指定文化財が

たくさんあると記載があ

りますが、そもそも文化

財がたくさんあること、

どこにあるのかなどわか

っていない方が多いと思

います。 

文化財の活用はもちろん

ですが、知ってもらう取

組みが大切だと思いま

す。ぜひ、知っていただ

文化財を知る取組みにつ

いては、「第６章文化財の

保存・活用に関する措置」

に記載しており、市民講座

や武生公会堂記念館での

展示、出前講座など開催

し、まずは地域の文化財を

知っていただいたうえで、

活用につなげてまいりま

す。 



 
 
様式２（計画用） 

 
 
 
 

くことにも取り組んでほ

しい。 

２ ６０代 第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

越前市の人たちが「ああ、

楽しかった」と思うよう

な街歩きを案内できる人

材の育成。その案内人に

小中学校の総合の時間、

町の文化財について教え

てもらう。 

語り部の育成ついては、

「第６章文化財の保存・活

用に関する措置」に記載し

ており、市観光協会の観光

ボランティアガイドや地

区公民館の自主講座の語

り部の育成により、将来を

担う子どもたちが文化財

に親しむ機会の創出に努

めてまいります。 
第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

総社通り・寺町・蔵の辻

などで、旧武生の文化財

を知るためウォークイベ

ントをしかけたらどう

か。一番力を入れて整備

して欲しいのが龍泉寺。

ご住職も戻ってこられた

ので、寺内に入ることも

可能になったため。コス

モスの花もいっぱい植え

られて整備してくださっ

ている。 

文化財を知る取組みにつ

いては、「第６章文化財の

保存・活用に関する措置」

に記載いたしており、市観

光協会や公民館、地区自治

振興会と連携し、文化財を

知る機会が増えるよう努

めてまいります。 

３ 
 
 
 
 
 
 
 

８０代 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

祭りと民俗芸能につい

て、人口の減少などによ

り伝承されなくなったも

の等を、今のうちにリス

トを作り記録などを後世

に残すことを計画された

らどうか。 

民俗文化財に関する取組

みについては、「第６章文

化財の保存・活用に関する

措置」に記載いたしてお

り、リスト化により記録と

して保存し、さらにはアー

カイブ化を進め、広く公開

してまいります。 
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３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

８０代 

意見・要望 類似した文化財があまり

に多くなり、市民より忘

れさられてしまう。一度

おおもとから整理見直す

時にきているのではない

か。どこにでもある土器、

小さい古墳の出土品は市

民感覚から離別されてい

るように思います。歴史

的価値の大小等も考える

べきである。 

遺跡から出土した埋蔵文

化財は、市で保管していま

すが、その多くが公開でき

ていません。今後、本計画

を基に整理を進めこれら

を広く市民に公開できる

よう努めてまいります。 

意見・要望 計画すべてを達成するこ

とは、不可能に近い。必

ず必達する目標を決めて

中間報告をおこなったら

どうか。計画の消化不良

になってしまう。 

計画の進捗管理や中間評

価については、「第７章４

計画の進捗管理と自己評

価の方法」に記載いたして

おり、スケジュールに基づ

き計画を進めてまいりま

す。 
意見・要望 わが府中は江戸時代に入

ってからの進化発展が大

きい。平安・鎌倉・室町

時代は我々が思うほど大

きな国府ではなかったの

ではと思われ、今までの

見方を変えて見てはいか

がか。現在までの努力も、

どこにあったか決定され

ていないのは残念でたま

らない。 

越前国府の所在地確定の

ため、令和５年度から国府

推定域の市街地において、

発掘調査を進め解明して

いく計画です。 

４ 
 
 
 
 
 
 

６０代 
 
 
 
 
 
 

意見・要望 越前武生のかつての町並

みが崩れてゆく今、私た

ち市民も皆それなりの危

機感をもっていると思

う。この度の計画案は、

文化財群の捉え方と３つ

の分類、系統ごとの設定

本計画の実行にあたって

は、経費や人材などを踏ま

え、計画的に進めてまいり

ます。 
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のビジョンがはっきりし

ていて、わかりやすくな

っていると思う。ただそ

の保存と活用に関しては

それなりの予算もかかる

だろうし、人材の面でも

長期的な育成計画が必要

であると思う。 

意見・要望 市民の理解を得るために

は、ただ資料を山積みに

する様なやり方ではな

く、ＳＮＳを利用するな

ど、おもいきった分かり

やすい広報を展開してい

ってほしい。 

ＳＮＳによる情報発信に

関する取組みは、「第６章 

文化財の保存・活用に関す

る措置」に記載いたしてお

り、ＳＮＳを活用したスピ

ーディーな情報発信に努

めてまいります。 
第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

地元の企業（例えば福井

村田製作所）では、社是

に「・・・独自の製品を

共有して、文化の発展に

貢献し・・」とうたって

いる。このような企業も

巻き込んだ官民一体の協

力も考え、積極的なアプ

ローチも必要だと思う。

なお、私たちも日々仕事

や家事に追われ、催しも

のでもない限り、触れる

ことのない文化をこれか

らも慈しみ守っていかな

ければと思う。余談です

が、上野谷憲示氏の「お

かえり越前たけふ」を見

るたびにふるさとへの想

いも強くなっている。 

本計画の実現に向けては、

市民、団体（民間事業者を

含む）、文化財関係者、専

門家、行政の連携が必要と

謳っております。「第７章

２文化財保存・活用の推進

体制」において記載いたし

ており、多様な主体との連

携により計画を進めてま

いります。また、市民が気

軽に文化財に触れること

ができる催しの告知や情

報発信にも努めてまいり

ます。 



 
 
様式２（計画用） 

第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

次世代の子ども達には、

ぜひ授業で郷土の歴史や

文化を学べるよう、工夫

してもらいたい。 

子ども達へのふるさと教

育に関する取組みは、「第

６章 文化財の保存・活用

に関する措置」に記載いた

しており、次世代を担う子

ども達が文化財に親しむ

機会を、今後も新しい視点

を追加しながら増やして

まいります。 
５ ５０代 意見・要望 私の実家の北山町に、船

山古墳があります。小さ

い頃から慣れ親しんだ場

所で、お祭りには家族で

お参りしたり、小学校の

遠足で訪れたりしていま

した。昔は、細い山道で

したが、今は車が通れる

くらいの道幅に舗装され

て、お堂も立派になりま

した。お地蔵さんもたく

さん並んでいてとてもき

れいです。時には、キツ

ネに出会うこともありま

す。 

私の親戚の人が船山古墳

を守り、整備して、維持

管理しています。そのお

かげで、いつでも私たち

は、安全な山道を登って

お参りすることができま

す。ただ、管理してくだ

さる方が高齢になり、い

つまで管理できるのかと

いう懸念もあります。今

後、守り続けていくため

には、町内や地域の人た

地域には、地元の方々によ

って大切に守り受け継が

れきた貴重な文化財が数

多く残されています。これ

らを継承するためには、そ

の存在や価値、魅力を知っ

てもらうことが大切であ

ると考えています。本計画

では、それらに関する取組

みを記載し、身近な文化財

を知って大切にする心の

醸成につなげる取組みを

進めてまいります。地域の

皆様には、これらの取組み

にご協力いただきますよ

う働きかけてまいります。 
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ちの協力が欠かせないと

思います。地区公民館、

自治振興会や学校教育で

歴史を学び、後世に残し

ておきたい貴重な財産と

して、受け継いでいって

ほしいです。 

６ ５０代 第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

公開・活用に関する措置

に関して、事業がたくさ

ん計画されており素晴ら

しいと思います。地域講

座やまち歩き、現地見学

など知らないことばかり

なので是非参加したいで

す。周遊ルートの設定も

楽しみですね。制覇した

ら越前市ポイントが付加

される等、お楽しみがあ

ると面白いかもしれませ

ん。 

ふるさと教育事業、子ど

もたちだけでなく親世代

も一緒に学べる機会があ

れば良いなと思います。 

「第６章 文化財の保

存・活用に関する措置」に、

ご意見に関する文化財を

楽しみながら知ることの

できる取組みや子ども達

へのふるさと教育に関す

る取組みを記載いたして

います。これらの取組みを

実施するにあたり、市民の

皆様がより参加しやすく、

興味を持っていただける

よう工夫してまいります。 

７ ４０代 第４章 
関連文化財群に関

する事項 

地区で分けるのでも、歴

史上の時代で分けるので

もなく、「関連文化財群」

というテーマで分けるこ

とによって、文化をキー

ワードに越前市を横断す

るネットワークが生まれ

る可能性を秘めた案だと

思います。 

ひとつの自治体としては

まだまだ歴史の浅い越前

市をより一層結びつける

関連文化財群は、ストーリ

ーをもたせることで市の

文化財をより理解しやす

く、活用しやすくするため

設定しましたので、今後も

ご意見をいただけると幸

いです。 



 
 
様式２（計画用） 

ことができるような企画

が多数生まれることを期

待します。 

意見・要望 現代（第二次世界大戦後

～現在）についての関心

が低いように見受けられ

ます。２０世紀後半に生

まれた建物、物品、行事

についても、今後文化財

として残していくべきも

のが数多く生まれている

と思います。たけふ菊人

形まつりなどの現在進行

形で続いている行事も含

め、計画に盛り込んでい

くべきではないでしょう

か。 

今後も文化財の把握調査

を実施し、新たに把握され

た文化財については、一覧

に追加掲載し、文化財とし

て保存、活用を進めてまい

ります。 

８ ４０代 第７章 
文化財の保存と活

用の推進体制 

価値のある文化財が多い

越前市に住む子どもたち

にふるさとへの誇りを持

ってもらえるように地元

の文化を知る機会を設け

ることは良いと思いま

す。 

「学校教育と社会教育と

連携」とありますが、具

体的にはどのように連携

をするのでしょうか。 

「第７章 文化財の保存

と活用の推進体制」「２文

化財保存・活用の推進体

（３）庁内の連携体制」に

おいて記載しているとお

り、講座や展示を通じた越

前市の歴史文化に関する

生涯学習の推進や文化財

や展示施設の見学、歴史文

化に係る出前授業等の実

施により、連携を進めてま

いります。 
９ ５０代 意見・要望 計画策定の背景・目的に

もあるように、このよう

な計画を持ち、今後の取

組みや方向性を示すこと

で、行政、団体、地域が

ご意見に関する取組みは、

「第６章 文化財の保

存・活用に関する措置」に

記載しています。本計画の

実現には、市民が地域の文
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各々の役割を理解、推進

していくことは、とても

大事なことだと思いま

す。とは言うものの、歴

史や文化財、特に地域の

ものとなると、興味、関

心のある方は少数派、少

数派だけど一定数は確実

に存在するといった状況

だと感じています。なの

で、大きなことは出来な

くとも、その歴史を記録

した資料や文化財を大切

に保存し、未来に残して

いく取組みをしっかり継

続していくと良いと思い

ます。 

化財を知ることが、保存や

活用に繋がると考えてい

ます。 

１０ ７０代 第７章 
文化財の保存と活

用の推進体制 

市内１７地区の自治振興

会は、地元の歴史文化を

学び、活かす取組みを今

後も継続的に行っていく

とありますが、自分の地

区だけでなく越前市全体

のことも行っていくとい

うことでよろしいです

か。 

各地区自治振興会では、こ

れまでどおり各地区に関

する取組みを継続してい

ただきます。地区内の歴史

文化を知ったうえで、地区

間の連携など、域を超えた

市全体の取組みへの広が

りにつながると考えてい

ます。 
１１ ２０代 第６章 

文化財の保存・活用

に関する措置 

Ｐ１００の【公開・活用

の方針】④で文化財を観

光素材として捉え、と書

かれていますが、文化財

＝観光素材となると保護

の観点から不安が生じる

のではないかと感じまし

た。 

本計画の基本理念では「越

前市の歴史文化を守り・伝

え・活かし 未来へつな

ぐ」とあるように、保存と

活用が連動し計画を推進

していきます。このため、

観光素材としてだけでな

く貴重な文化財であるこ

とを前提に計画を推進し

ていきます。 
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１２ ４０代 第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

メディアや地域住民の認

知度をあげる（建造物）

ロケ地や、公共利用でき

るようにしたりするＳＮ

Ｓにおける流行をしかけ

る（無形文化財）一緒に

参加型に、フェスのよう

なものとか？誰かとコラ

ボしたり、ゲーム、アニ

メなどによるアイテム化

（刀、工芸、彫刻） 

↓ 

文化財の付加価値を上げ

ることによる差別化 

↓ 

対象を実際に見てみたく

なる 

観光化 

対象（関連）を手に入れ

たくなる 

パッケージにする 

関連商品を作る 

 

ご意見のとおり、様々な方

法による文化財の活用が

必要と考えています。 
「第６章文化財の保存・活

用に関する措置」には、ご

意見のＳＮＳによる情報

発信や情報の公開のため

のアーカイブ事業等記載

しました。今後、これらを

活用した新しい取組みを

進めてまいります。 

１３ ２０代 第４章 
関連文化財群に関

する事項 

Ｐ４６の「１粟田部の蓬

莱祀」とＰ４７の「１７

粟田部のお莱祀」は重複

しているのではないか？ 

Ｐ５７の武生公会堂記念

館の写真は、望楼のある

古い状態のものではない

か。 

Ｐ６６の工藤打刃物工場

はすでに取り壊されてい

るのではないか？ 

ご指摘の件については、不

適切箇所を削除、差替えし

修正いたしました。ご指摘

ありがとうございました。 
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１４ ７０代 概要版 この計画では国・県・市

の指定文化財だけでな

く、対象とする文化財を

未指定文化財、文化財周

辺環境まで含めて文化財

と定義されています。 

これまでは、指定あるい

は登録された文化財でな

いと国や県・市などから

の補助が受けられないと

聞いていましたが、概要

版の文化財の保存・活用

に関する措置の２では財

政支援があるように受け

取れます。今回のこの計

画では対象となった未指

定文化財、文化財周辺環

境の保存等にまで財政支

援があると理解していい

のでしょうか。もしこれ

までと変わりがないので

あれば、どの部分までが

財政支援があるのか明記

された方がいいと思いま

す。 

本計画には、財政支援につ

いて、具体的な範囲や額は

記載しておりません。財政

的支援（補助金）について

は、これまでどおり対象範

囲は変わりません。国・

県・市いずれかに指定され

た文化財が対象となり、詳

細については「越前市指定

文化財等の管理及び修理

補助金交付要綱」に基づき

行うとともに周知してま

いります。 

第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

Ｐ９７表６－（１）調査・

研究に関する措置一覧

中、Ｎｏ，６三田村家、

大瀧神社歴史資料調査が

継続事業として挙げられ

ているにもかかわらず、 

新規事業として No,１６

大瀧寺総合調査事業でも

大瀧神社に関する文化財

の総合調査を実施すると

なっているのはどうしで

「三田村家、大瀧神社歴史

資料調査」は、三田村家に

伝来した古文書を中心と

した歴史資料を対象に、目

録を作成のための調査を

実施しています。大瀧寺総

合調査では、先の調査の成

果を踏まえ、建造物、美術

工芸品、民俗文化財、埋蔵

文化財、景観など多岐にわ

たる大瀧寺・神社に関する



 
 
様式２（計画用） 

しょうか。 Ｎｏ，６の事

業との違いがわかりにく

いです。 

資料の調査となります。 
 

１５ ６０代 意見・要望 健康長寿を目的に、ノル

ディックウオーキングを

実施している。できるだ

け楽しんでできるように

と考え、付加価値といて、

水ようかんのお店や蕎麦

屋をポイントとしてコー

スを組んでいる。前回、

お寺巡りも行った。ぜひ、

計画にあがっている文化

財等について、「ウオーキ

ング１時間コース 中心

市街地編・味真野編・白

山編」のようにマップを

作成してほしい。 

 健康づくりにおいて、

越前市の文化財を知るい

い機会になると考えられ

る。 

文化財マップ作成に関す

る取組みは、「第６章文化

財の保存・活用に関する措

置」に記載しており、観光

協会や自治振興会等と連

携し作成します。 

１６ 
 

５０代 意見・要望 文化財を後世に守り伝

え、多くの方々に知って

いただくには、まず地域

の皆さんのご理解とご協

力が必要であると痛感し

ています。何よりも地域

の宝は地域全体で知り守

っていくことが大切です

が、人口減少とともにそ

れが可能か危惧されま

す。指定文化財以外の埋

もれている文化財がどの

文化財の継承には、まず地

域の方々が、地域固有の文

化財を知ることで、地域の

歴史文化に誇りを持つこ

とや、未指定文化財の調査

も必要であると考えてい

ます。これらに関しては、

市民の皆様をはじめとし

た様々な方々との連携が

必要と考えています。 



 
 
様式２（計画用） 

地区にどれだけ層をなし

て存在しているのか、今

後の調査に期待していま

す。この計画が将来の文

化財やその活用の行方を

左右するものとして、関

係者との連携をより一層

深め推進・継続していっ

てほしいと思います。 

１７ ７０代 第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

基本的に越前市で「何が

どこに、どんなものが有

るか」一元的に管理する

必要がある。そこからが

活用と考える。 

越前市文化財保存活用地

域計画には、まず足元を

固めければならない。 

予算的措置が困難と言わ

れそうであるが・・・ 

文化財保存活用をするに

は、最低、調査済文化財

の管理・保護は集中的に

管理する施設・職員（専

門のアーキビスト）が必

須と思われる。 

また現在のデータ化され

た資料 

例：市の行政文書等の管

理・・・後世のどのよう

に残すか 

・・・百年後は歴史資料 

をどのように管理するの

か。 

「何がどこに、どんなも

のが有るか」の台帳は一

か所で管理すべき（デー

ご意見のとおり、文化財の

保存や活用について、調査

に係る人材の確保・育成、

体制の整備、保存や活用に

必要な施設や設備の整備、

データベース化など様々

な取組みが必要です。本計

画には、これらの実現に向

けた取組みを明記しまし

た。アーカイブ化等の取組

みによって、広く公開する

ことで、活用につなげてま

いります。 
 



 
 
様式２（計画用） 

タベースを構築）と思う。 

今、資料の紛失、継承が

出来ていない事が多々あ

るように思われる。 

海外でも博物館の所蔵物

を各国に返還する動きが

出てきている。 

越前市では各地区に残る

もので、その地域で保護

管理が出来るのであれば

地区で管理するのが一番

だと思うが、先にも述べ

たようにデータベース化

し現状の把握も必要があ

る考える。 

整理、保護、保存・・・

後世に残す→活用 

１８ ４０代 第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 
 

試験に「あなたの郷土に

ついて書きなさい」とい

うような問題が出題され

ると南越中学校の子は、

ほとんどの子が今立のこ

と（例えば、越前和紙や

獅子返しこのことなど）

を書き、他の中学校の子

は福井県のことを書くそ

うです。 

小中学校では、それぞれ

の郷土について学んでい

ると思いますが、子ども

達が日常会話や試験など

でも、郷土のことを挙げ

られるような学びの場を

つくってもらいたいで

す。 

文化財の継承については、

子どもの頃から地域の歴

史文化に触れ合うことが

大切です。このため、本計

画の「第６章 文化財の保

存・活用に関する措置」に

おいて、学校でのふるさと

教育に関する事業を掲載

し、越前市のすべての子ど

もたちが、郷土を誇れるよ

う取組みを進めてまいり

ます。 



 
 
様式２（計画用） 

１９ ２０代 第６章 
文化財の保存・活用

に関する措置 

越前市に住んでいなが

ら、知らなかった文化財

も多く驚きました。また、

こんなにも多くの文化財

が市内にあることに、越

前市民として誇りに思い

ました。 

市内の文化財巡りをして

みようと思いますが、マ

ップなどはありますか？ 

マップについては、すべて

ではありませんが、各地区

自治振興会から地域の文

化財を掲載したマップが

発行され、各地区公民館で

配布しています。また、本

計画の「第６章 文化財の

保存・活用に関する措置」

において、ご意見に関する

事業を掲載し、文化財を知

るための取組みを進めて

まいります。 
２０ ５０代 第６章 

文化財の保存・活用

に関する措置 

博物館「武生公会堂記念

館」は施設の老朽化が進

むとともに、展示スペー

スとして十分な広さや機

能を持っていない→設備

改修や拡充について計画

的に進めていくとある

が、子供から大人まで誰

でも楽しめる博物館を目

指して欲しい。 

例えば、公会堂記念館の

イメージキャラクターを

市民から募り（朝倉氏遺

跡博物館のあさみゅうー

のような）市民から関心

を持ってもらえると、博

物館に行ってみようかな

と思えるのではないか？

マスコットを作成したり

等、興味や関心を持って

もらえるような仕掛け、

子供のころから地域の歴

史や文化にふれあう機会

の充実、情報の発信が必

武生公会堂記念館につい

ては、博物館として改修以

降、２０年以上が経過して

います。このため、施設や

設備の老朽化、拡充が必要

となってきています。本計

画の「第６章 文化財の保

存・活用に関する措置」に

おいても記載しましたと

おり、計画的な施設や設備

の更新、機能拡充を進める

とともに、市民に親しみや

すい博物館づくりに努め

てまいります。 



 
 
様式２（計画用） 

要ではないかと思いま

す。 

２１ ６０代 序 章  
１本計画作成の背

景と目的 

市民共有の財産である貴

重な文化財が、少子高齢

化や地域の担い手不足な

どにより、散逸・衰退に

ついての課題を受けての

策定とあります。特に、

「散逸」の表現に共感を

覚えているのですが、本

文中には「散逸」の表現

が見当たらず、「消滅」に

含まれているのかと思う

のですが、「消滅」以前の

「散逸」についても 重要

と思います。是非、「散逸」

についても 記載いただ

きたいです。 

Ｐ１の「序章 １本計画作

成の背景と目的」の本文９

行目に「文化財が後世に継

承されずに散逸や消滅し

かねない」と追加し修正し

ます。 

序 章  
１本計画作成の背

景と目的 

今回の「越前市文化財保

存活用地域計画」策定に

際し、これまでの「文化

財」カテゴリーを改め、

文化財指定予備群を含め

るとのこと。当局が、何

を視野に入れているのか

明確になり安心感を覚え

ます。ところで、「多くの

文化財が残されている 」

（３行目）の文化財は、

従前の「文化財」でしょ

うか、それとも、今後の

「文化財」でしょうか？

当然、従前のものなので

この部分の文化財は、指定

等文化財ではなく、市の長

い歴史や文化によって培

われたものをいいます。ご

指摘のとおり定義があい

まいであったため、本計画

においては、「序章 ３ 

越前市における文化財の

定義」で明確にしました。

このため、序章全体として

捉えますと、一般論として

理解しやすくするため、こ

のまま記載させていただ

きます。ご理解の程、よろ

しくお願いします。 



 
 
様式２（計画用） 

しょうが、今後のことの

ようにも受け取れます。

あっさり、最初の４行は

削除してもいいのではな

いでしょうか。 

第４章  
関連文化財群に関

する事項 
２関連文化財群設

定の考え方 

①から⑥までの観点で、 

関連文化財群を設定され

るとのこと、考え方 が 

分かりやすく理解でき 

ます。下記の「千代鶴国

安文化財群」について、

多くの項目に合致するも

のと思っているのです

が、どこにも記載なく、

当局の評価・認識 にいさ

さか ガッカリいたして

おります。再考をお願い

いたします。 

池ノ上、打刃物工房団地 

（表記は私案）未指定千

代鶴国安文化財群（表記

は私案） 

（千代鶴池・石製狛犬・

千代鶴神社・ふいご祭

り・古式鍛錬初打ち） 

ご指摘の千代鶴国安関連

事項については、未指定文

化財一覧に追加し、文化財

として保存・活用を進めて

まいります。 

第４章 
関連文化財群に関

する事項 
３越前市の関連文

化財群 

ナイフビレッジは 掲載

されてい るのですが、池

ノ上町刃物団地は文化財

群 に含まれるものと 考

えています。再考をお願

いいたします。 

ご指摘の池ノ上刃物団地

について、「第４章 関連

文化財群に関する事項」

「１ 越前市の関連文化

財群」表の「３ モノづく

りと祭りなど人々の営み

に関する歴史文化」の「保

存・活用の核となる文化遺

産・施設」に追加記載し、

核となる文化財として位

置付けます。 
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第４章 
関連文化財群に関

する事項 
３越前市の関連文

化財群 

③「地域活性化の課題や

状況を考慮し、」とありま

すが、地域における文化

財に関する活動は、先人

からの伝統を子孫につな

いでいくことが第一義で

あって（もちろん、結果

的な活性化を求めている

方も多いとは思います

が）、「地域活性化」のよ

うな 手垢のついた表現

を見直していただき、担

い手の皆さんの気概を理

解していただき、もう少

し文化財保存的な表現が

できないでしょうか。 

「地域活性化の課題や状

況を考慮し」の部分につい

ては、わかりにくい表現で

すので、「地域の課題や状

況を考慮し」と修正いたし

ました。 

２２ ６０代 意見・要望 越前市は古い歴史のある

街ですが、残されている

文化財や遺跡が古すぎて

地味です。合わせて、そ

れぞれが広範囲の寺社等

に点在しています。それ

らを一か所に集めれば、

壮大な展示物になりま

す。 

 ３Ｄレプリカにより博

物館展示し、越前市文化

を紹介し、興味ある人は

現物を見にそれぞれに足

を運ぶような仕掛けをし

てはいかがでしょうか。

例としては「和歌山県立

博物館」などがあります。 

市の歴史文化について、見

せ方により興味を引き、理

解度を深めることができ

ます。このため、展示に関

する施設や設備の整備・拡

充を図ってまいります。 
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意見・要望 
 

打刃物は既に高級品とし

て全国版になっているの

で、さらに身近な層をタ

ーゲットとして拡大する

ことをしてはいかがでし

ょうか。 

富裕層ばかりでなく一般

大衆層も狙わないと浸透

しないのではないでしょ

うか。 

越前打刃物については、現

在、産地において伝統技法

の継承活動に着手したと

ころです。技術の継承を確

実に行うことで、産業振興

や観光振興につながると

考えています。 

２３ ５０代 意見・要望 読めない、意味がわから

ない固有名や専門用語が

多数あります。ふりがな

が必要。 

地名や固有名詞について、

振り仮名をつけました。ま

あ、計画を分かりやすくま

とめた概要版も作成しま

したので、こちらも活用く

ださい。 
意見・要望 空き家などが市街地を中

心に広がっていますが、

そういったところに眠っ

ている文化財もあると思

います。アプローチはさ

れていますか。 

空き屋等に眠る文化財な

ど、未把握の文化財を対象

とし把握調査を予定して

おり、「第６章 文化財の

保存・活用に関する措置」

で、事業を記載していま

す。 
また、建物については、伝

統的建造物は、未指定文化

財一覧に掲載しています。 
意見・要望 学校、企業、公民館、シ

ョッピングセンター、町

内会館等の現場で文化財

に触れる機会の創出のた

め、文化財の一般市民や

企業等への貸し出しする

ことはありますか。 

文化課で実施している出

前講座の中で、埋蔵文化財

を中心に展示や解説を行

っています。しかし、保護

の観点から温湿度の影響

が大きい脆弱な文化財に

ついては、設備が整ってい

ない場所への貸し出しは

行っておりません。 
ご要望があれば、可能な範
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囲で、事前に画像を用意し

公開できるよう努めます。 

２４ ５０代 意見・要望 文化財の価値を市民に周

知するために具体的にど

のような事を考えていま

すか。文化財の価値を市

民が理解しないと保存に

係る経費が増大していく

事に理解を得られないの

ではないかと思います。

文化財を観光利用して収

入源とすることができれ

ばいいのですが、観光面

については、どのように

考えていますか。 

市民に広く文化財や歴史

を紹介するため、武生公会

堂記念館での展示会の開

催、市史の刊行を行ってい

ます。観光面については、

本計画の活用に関する部

分で観光分野との連携に

ついて、「第６章 文化財

の保存・活用に関する措

置」で記載し、観光分野と

の連携を図ってまいりま

す。 

意見・要望 文化財を掘り起こせば掘

り起こすほど収納庫、民

俗芸能等の継承者、文化

財を補修できる職人不足

の問題が増加していくと

思うので、課題解決の方

法を具体的に示して欲し

い。 

ご指摘の部分に関する対

策や取組みとして「第６章 

文化財の保存・活用に関す

る措置」において記載し、

設備の改修や人材育成等

課題解決に向けた取組み

を進めてまいります。 

意見・要望 １０年間のスケジュール

的なものはありません

か。 

各取組みに関するスケジ

ュールは、「第６章文化財

の保存・活用に関する措

置」 の措置一覧において

実施年度の記載をしてい

ます。また計画全体のスケ

ジュールについては、「第

７章 文化財の保存と活

用の推進体制」「４計画の

進捗管理と自己評価の方
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法」に記載しています。  

２５ ４０代 意見・要望 地域の歴史や、文化財は

身近に接しないと記憶に

残らないと思うので、可

能ならば学校と連携でき

るとよいと思う。 

「教科書や、資料集にの

っている戦国時代同時期

のものが、ここにある！」

とたびたび地域自慢をし

てはどうでしょうか。 

たとえば、今年の大河の

主人公、徳川家康の息子

結城秀康の直筆の原本資

料が公会堂にある。時間

のつながりや、地域の特

性をたった一つのものか

ら示すのは難しいけれ

ど、モノやコトの持つ力

を伝えることが、引いて

はそうしたモノやコトへ

の知識となっていくと思

います。 

 

子どもの頃から、文化財を

身近に感じ、触れあうこと

で、文化財の継承や郷土へ

の誇りの醸成に繋がりま

す。このため、本計画の「第

６章文化財の保存・活用に

関する措置」において、学

校でのふるさと教育に関

する事業を掲載していま

す。 

 


